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【書評】

村串仁三郎｢国立公|童|成立史の研究』に寄せて

俵浩

１国立公園史の研究蓄積が少ない中で

本屋の店頭で村llI仁三郎「l工|立公ljlil成立史のＩｉ１ｌ:究・|)M充と［|然保識の確

執を'''心に」（法政大ｌＷｌＩ版局，2005）を兄たとき，「あ，こんな本が出

た」と驚いた。鮪いたMIIは２つある。２１世紀は「環境のｌＵ:紀」といわ

れ，環境''１１題を扱った本は「足元の'二l然から地球環境まで」たくさん出版

されているのに，｜]本の優れた'４１然環境を代表する国立公|利の基本や歴史

を論じた本は，まったく兄かけない。そうした'１１で国立公ljIilの本が'1}たと

いうのが弟１の鮪きである。そして第２は，村}|(というそIljf稀名はljlいたこ

とがなく，奥付を1,1』て経済!?』/:分11Vの研究稀だとｸi11つた驚きである。

’三1本のＩＥＩ立公lIilは，1931（l1iHｲ１１６）年に|正|立公|蝋|法（ｊｉＭ・'二I然公園法）

が成立し，３４年３)二|にｉ１ｌｌｉ)ilﾉﾘ1i/Ij，雲ｲ１１１，霧島の３公朧|が指定され，３４年１２

)三|に阿寒，大雪'''’’三|光，’'１部llllFi，阿蘇の５公lWil，そして36年２)こ'に十

ｲⅡ|｢１，樹」:鮪根，i1r1I1T熊ｌ１ｉｂ，人１１１の４公lxlがつづき，この１２公|亜|が11｢{和戦

前指定の|玉|立公liilとなった。したがって'－１本の|正|立公ljlilは70年の雁史をき

ざんだことになる。７０イドといえば多くの私立大学教授は定ｲﾄﾞで「○○先生

退任記念」と，あらためて歩んだ道や業績をふ')かえることになるが，永

遠の生命をもつ|正|立公|Nilは，そのＩｌＩＩ１，成長過腿，Ilill度の功罪などが検証

されることがほとんどない。
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人''三時代の後半から'1帥Iの戦iiij戦後にかけ，’三|本の|工|立公園の「生みの

親・育ての親」として指導力を発lil(したのは，造ljlil学を専Ｉ１１ｌとする'１１村IMIリ

(1890～1979）だった。［Ⅱ村は第２次大戦後，lflらの足跡も含めて「国立

公園識話』（lﾘIiiL1書院，1948)，『'三１本の|玉|立公剛（'玉|立公園協会，1951）

の２箸を公刊した。後若は国立公ljlil法Ilill定201ＭXを記念したものである。

この２糠はｌＩｚＭ)|正|立公liHilllill度や}旙史に関する｣i囎本文献であり，また'１１村

は国立公|童|関係打にとって「I《''１様」のような存ｲ｢;だったので，バイブル的

な本となり，少なくとも睦|立公|瓶|関係打にとっては，それ以上に路み込ん

で調べた')批判したりする必要が感じられなかった。

その[｢|村が11ﾘ川主となったl97Mi代には，高度経済成長のひずみによる環

境悪化への反符が強まり，環境庁も設立された。そして[1本の|玉|立公園の

歴史や本質を客糾祝して調べる造|剛iⅡ究者や'五|立公ljll関係者が|Ⅱるように

なった。そうした'１１でlii行本となったものに，」こり;(敬二「'二l然公園」（造

園大系第４巻・力'1烏書店，1974)，［'''''1F大「'三1本の'二|然公園・'二l然保謎と

風景保謹」（朴|棋譜房，1981)，蝋境庁'二|然保護局Miii『'二|然保謎行政のあゆ

み・Ｉ÷|然公園50周年記念」（雛一法ＭＩＩ版，1981)，丸'１１宏「近代'三1本公園

史の研究」（All文|Ⅲ１１版，1994）などがある。また私（俵）も「北柵道の

'二|然保護・そのIl11i史と思想」（北大図書刊行会，1979）で北海道の国立公

|承Iを論じ，「緑の文化史・［I然と人'''１のかかわりを考える」（北大図書刊行

会，1991）で'三|本の国立公|羽の章を設けた。

私は1950年代から|玉|立公|刺などの実務に携わる公務員として，また80年

代からは造園学の教育・研究に携わる肴として，ｉｌ｛':接・間接に|正|立公lHilの

一部とかかわってきた。だからここに例示した本の著者は，いずれも私に

とっては先生や先γ１Ｍであった'){''''１１'にあたる。このように国立公園の歴史

や本質を扱った本は，残念ながら内輪のマイナーなｲ7:在なのである。

そのような状況の'１１で村１１=}仁三郎「1正|立公|亜|成立史の研究」を見つけた

ので，同頭に記したように私は鯖いた。そして私の本も一部にリＩ)|]されて

いることを知り，Ｉｌｌｉ入した。家へliT}ってからよく見ると，序文にはＭｉ念



村}１３仁三郎「|玉|立公園成立史のｲｉ１ｌ:先」に寄せて 873 

ながら，紙'１１iiiの都合で，すでに発表してあった阿寒，大雪山の２国立公園

の設立史……は本書では除外せざるを得なかった」と書かれている。北海

道に住む私にとっては阿寒や大雪'11をぜひ読みたい。そこで私は未知の村

申さんに手紙を{I)して読後感を述べ，阿寒と大雪111の別刷りのご恵贈をお

願いした。それがご縁となって，今lnlの村||}化lijMf記念論文集へ書評を

寄せることになった次第である。

２「国立公園成立史の研究』の内容に関連して

村}三'１仁三郎「|玉1立公|童|成立史の研究．1)'１発と'二|然保識の確執を中心に」

(以下，本書という）は，先に例示した先行）1ﾘ|:究，とくにlHLlT正大「'三１本

の自然公園．｜と|然保護と風景保護」を「導きの糸としながら研究を進め

た」部分が多いという。Ａ5版400ページを超える人|Ⅱ}で，総論の第，部

｢日本の'正'立公園IIill定史」と，各論の第Ⅱ部「主要な国立公園の成立過程」

から織成されている。

第I部は，’三1本では'ﾘ]治以'聯に'五'立公陸ⅡＭ１がどのように芽生え，発展

し，そして'工|立公園が成立したか，また'正|立公園法はどんな問題点を内包

しているかなどを論じ，第Ⅱ部は，富士縮枇［'光，，1,部山岳，十和田，

吉野熊野の各国立公'童'の成立過漉を，とくに開発と,÷,然保護の確執を中心

としながら'ﾘ]ちかにしている。

先行研究を「導きの糸」としたというのは，先行ｲi),:究の一部を引用した

り，先行研究で使われたiⅢ'朴参考文献を細密に,,)検証し，さらに関連す

る資料を'二Iら発掘し，独'二,の見解を加えながらr7iIi考をまとめたということ

である。これらの文献は，例えば「史跣名勝天然紀念物」「庭園」「国立公

園」など大’～昭和初』U1の雑誌類，「帝国議会」「国立公園審議会」など関

連の議事録，さらに各論では各地力の郷土史家などによるローカルな出版

物や新聞記事など，身近な図書館では閲覧することができないものが多

く，またコピーするにしても，どの部分をコピーすべきか，それぞれの所
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蔵機関で膨大な資料を通覧しなくてはならないから，作業は容易なもので

はなく，苦労が多かったと推察される。

そうした作業を通じて本書が新しく提起したことのひとつに，国立公園

法Ilill定に|可けた'１１村剛を'''心とする人たちが，「一定の戦略椛想を定めて，

政治家や政府に働きかけ，ＩＥＩ立公匠|協会を設立して，強力な国立公園法Ilill

定運動を展開し，政府に|工位公園法ilill定を認めさせた」（72ページ）のに，

｢従来の研究では，この’１A(のｲi)|:先がいちじるしくリリかつた」（81ページ）と

いう指摘がある。

国立公園実現への「戦略構想」

ｌ｣本の国立公園実現に１句けての動きは大正後半から内務省で姉められた

が，関東大震災と財政事'|宵恕化のあお')を受け，大正末期に'１１断してしま

う（45ページ)。ところがlllYｲ１１初jUlにはそれが急速に息を11ﾉﾊくき返すことに

なるが，本書では，’11村が執鏑した１１玉|立公園」（内務省，1927）という

'１，１１|)子と，初』９１の「|王|立公|駁|」雑誌を＃i1i読し，「jMIilIMlii想」の実態を検証

している（第１部館４章)。

すなわち本書では，『国立公園｣1の小lll仔の意義を，｝１１村が１９２３（大JE

12）～24年の海外視察の際に米欧の国立公園で得た認識を二ｋ台に，「|[|村

は，大'1ﾐﾘ９１の国立公園論を彼なりに反街し，昭和｣０１の新しい状況を踏まえ

て新しい国立公園論を披露し国立公ljlilllill定運動の戦略織想を提起し，運

動の促進を訴えた。このＩⅡ村の|正|立公lilil論こそ，国立公園法Ilill定準備の（１）

発点であった」と位置づけ，評Iilliしている（74ページ)。

そしてH1村の主張として，①大正氷期から１Ｍ]初191にかけ，’三１本各地の

優れた'二I然風景地で道路MHiIII，水力充fliなどによ')風致に致命傷を与える

恐れが生じているので，早急に|正|立公|ﾎﾟ|を実現して|；M発を防止する必要が

あること，②国立公|蒐|予定｣山には私ｲT｣也が多く含まれ，土地買収や権利保

障には莫大な絲費を必要とするため，｜玉|立公園の実現が遠ざかっていた

が，私ｲ｢地の買収を行わず|玉|立公園を指定して公)llllilllllを行う「地域Ilill」
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を採用するとともに，国ｲ｢地を'''心とすれば「笈_上がり」ですむこと，③

|玉1立公園の施設軽ｲilliなどはゆっくり進めればよく，その点でも「安上が

り」なこと，などの織恕を紹介するとともに，④[[|村などが，国立公園協

会を設立して「|玉|立公朧|」雑誌をfill刊，｜玉|立公園炎１Ｍの世論や気運をliIW）

上げ，また国立公腫|にuW11のある安達illU髄|ﾉﾘ務大'五（1929～1931在任）

に，国立公園法実現を働きかけたことなどを詳述（71～104ページ）して

いる。

私も『国立公園』の'１，１１|仔や初ﾘﾘlの「|正|立公園」雑誌を拾い読みしたこ

とはあるが，その「戦|'MiijliM」の介休Ｉ象は気づかず，『|玉|立公園』の'1,Ｉｌｌｌ

子を､峰〈見ていた。私がl950ir代にPLM11I位公園部に孫１１]されたころの

|工|立公園協会の印象は，)享ＬＷｉｎ処物（'１１．海111打の焼け残り）の一室に

|韮|立公園協会があって事務貝はひとり，ときお'川|村liilllがllI勤してくると

いうのんびりした光景だった。だから'玉|立公Hill協会はせいぜい行政のサポ

ーターで，その協会が国立公|蕊|のクリエーターの役割を果たしたという認

識はまったくなかった。したがって本書が指摘した「戦略柵想」は新鮮で

あり，記述も説得力があって納得させられた。

目的や定義を欠いた国立公園法

本譽書は1931（昭ｲⅡ６）年にLllii立した'正|立公|亜|法が，「なんとも不思議な

ことに，本法の条文の'１１に|正|立公|刺の定義，ＩＥＩ的が１Ｍ定されていない」と

指摘（114ページ）し，｜玉|立公園法提案１１'1'三'三|の「優秀ナル|引然ノ風餓地ヲ

保護開発シ」の内容が，’二|然を係謎するのか'3M発するのか「あいまい」

で，’二1然保護の耐が弱いことを批』ﾄﾞ|Iしている（鋪Ｉ部第５章)。私はこの

批判に半分は同感するが，半分は「あいまい」にしたことが結果的によか

ったと考えている。

日本の国立公園lIill度が|÷l然保謎に'りいのはまぎれもない客観的事実であ

るが，これは法律で|=l的や定義を'ﾘI1ili化すれば解決できる１１M題ではない。

現に国立公|亜|法が改正された'二l然公悶法（1957）では，｜]的と定義が導入
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されたが，’二|的は「優れた'二|然の風景地を保趣するとともに，その利川の

増進を図')」（第１条）となっており，｜÷l然保識を正視するのか利１１１の噌

進を重視するのか依然として「あいまい」である。また国立公|亜|の定義に

至っては「戎が|玉|の瓜景を代表するに｣llLりる傑出した'二|然の風競地であっ

て，環境大M1が第５条のjlM定によ')桁定するもの」（雛２条）という「手

続き」だけで，｜王位公園の』ｉＭ型'1念はハ･鱗さえうかがえない。

すなわち'''１),Lnは法律にI]il9や定義が欠落していることではない。ここで

国立公園法が成立した当時ハリ｢紫や経紳をふりかえってみよう。

それは本書でも詳しく説'ﾘ|されているように，①大Ｊ１と後半には国立公朧｜

の所符について，｜ﾉﾘ務椅の|ﾉﾘ外で，l4l然保謹を前1iiiに'1}す天然記念物保謎

派（大臣官房｣Ull1課）と，(Ｍ１休韮をIMMする|正|立公園派（衛生局保健

課）が綱引きした（35～37ページ）給来，衛生局の所符に決着したこと

(45,71ページ)，②国立公|Nilの予定llIlには多くの私右地があるが，広大な

土地を買収したり樅ｆｌＩＩ(ili償するには「少ナカラザル経YIiモ要シ，……1吋政

上ノリ１１地カラ致シマシテ其笑川ハlMIli」（45ページ）なので，土地所ｲ丁と

関係のない「安｣二がＩ)」な「｣山城Ilill」が導入され（79ページ)，必然的に

Ⅱル大[1本帝|玉|憲法の-1〈でさえ，きびしい椛利Ilill限は困難だったこと（本

書では「一定ノ行為ヲ祭ll1XハIlillMできる|正|立公園法第９条のうliM定に｣０１

１寺している（119ページ）が，これは１１回|も発lliIされたことのない有名無

実の規定で，新憲法館29条の1吋)韮椛jljiL定に反するとしてl÷1然公liIil法では姿

を111ｉした)。③|玉|立公ljli|実務の'''心にいたlll村ll1illlは「風景の保池をiilIij(的

と把握し，利)Ⅱ|；Ⅱ発を横極的ととらえる」（115ページ）国立公ljMA恕の持

ち主だったこと，という前提条件があった。

したがってこの前提条件がある|UNU)，｜正1立公|東|法の''１で｢|的や定義を'ﾘI

jlilIiiにしようとすれば，枕極的な利)Ⅲ|Ⅱ発をiiimiに出し，天然記念物のよう

にきびしく１１然を保識するirIiを後退させざるを得ないことになる。だから

｢|;M発を極力川illし，人'二I然・人瓜景をそのまま後l止に伝えるという'ﾘl硴な

論点を本法の'１１に定義することが必要であった」（117ページ）という指
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摘・批判は，ｉｉｉ脳条件を否定しなければ成Ｉ)立たない。私が先に「あいま

い」にしたﾉﾉが結果｢１９にはよかったといったのは，枝樋的な利川開発を前

miに11}す定義が|ﾘⅢＩＩｉ化されてしまうよ}）も，「あいまい」な力が，実情に

ullして|当|然保謎を強く三ii狼で､きる利点があると考えるからて､ある。

本書でも，「どんなに立派な法律をIlill定しても，述川が恐ければ意味は

ない。逆に悪法でも，連111によってはかなり'二|的を達成できる。｜正|立公園

法も，IE1IIMl9な叫解によって，行政を動かし，法の梢jllllを十分にリ|き'Ⅱ

し，運)|Ｉするならば，大きな意味をもつことになる」（121ページ）といっ

ているが，私も賛成である。

なおそれに関連し，本書の主題とは離れる今後の課題であるが，北１１叩道

・東北・'１１部Ｉｌｌｌ７ｉ地ﾉJなど国有｣也を'''心とする|正|立公園では，「'営造物公

園」的に|当|然保識をIﾘ]ｲiliに打ち１１}す必要があると私は考えている。なぜな

ら'正|布地の大部分は林11M庁所符のlIlｲ｢林であＩ)，その'玉|ｲ丁林の↑刊1経'営力

針は1999年以降，木材ﾉＭ１:よ')森林の公湘19機能を１１１祝する「|玉|民の森

林」へ抜本改１１１されたからである。したがって|正|立公|龍|内の|正|有林の僧;理

'三|的を|玉|立公ljl(|の管li1lLl=|的と一致させれば，「地域Ilill公園」であ})ながら，

事笑止の「'営造物公|魂|」とな')得るのである。

ちなみに本書には，「とくにＩｌｉ(始性の強いＩＩｌ１７ｉ地jlNfの|正1立公園，’'１部''１

倍，大雪'''’’1iﾘ寒，十ｲⅡ|]１，大lIl，霧島の各|正|立公|羽は，｜玉附地がほとん

どであり，私有地の比率は，阿寒を除けば数％以下であった」（129ペー

ジ）と紹介されているが，そのIlJilhlは大ｌｌｌ（隅||皮を迫力Ⅱ.私有地率52％)，

霧島（原久を迫り'1．私ｲj・地率26％）を除き，１Ｍﾐでも大きくは変動してい

ない（十jIilⅢ|は八''1iii平を迫力Ⅱしたが私ｲ｢｣也率６％)。

明治・大正期の国立公園思想の萌芽と展開

本書では，｜正|立公図法が成立する以前に，’三|本ではどのようにして|正|立

公園,'iMj1が井上Iきえ，腿|；|lしたのか，｜川ｉｎ期における外|玉|の|正|立公陣1情報の

把握を含め，’三|光や嵩=tlllの例もひきながら説lﾘＩしている（弟Ｉ部鋪１章
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～鋪３章)。

「1ﾘl袷｣01における|正|立公Ｍ(Ｍｊｌのil/i芽に|腱Ｉするｲｉ１ｌ:究は，本章のようにま

とまったものはないが，光学の部分｢l<｣なｲi川究は少なくない」（３ページ）

というように，本書の第川柳１１章～雛３歳にあたる部分の研究薪積はけ

っして多くはない。そうした'|'で行椀の盗料をlUUli・分析しながら，’ﾘｌ

ｉ台・大IllJ9lの|正|立公|童ljlMAのiUi芽と雁Ｉｌｌｌをまとめたことは，それな')に評

I111iできることである。

しかし本書の杵蒋が経済学分１Ｍこ１m'し，いままで造陸Ｉ学分り\との交流が

なかったためか，例えば前記した九|||班「近代'三１本公園史の川究」（1994）

のｲｲ:ｲi;を見逃したらしいことが州しまれる。これは全体で380ページ，大

半は都Tl丁公朧|にⅡMする論考であるが，節５Ｗ|lが「|玉|家｢lﾘ公|堂|の展開・lEl立

公Milの成立」となっており，第11章「唾|立公liIil設１１'(述勅の股Ｉ１ｌｌ｣，第12章

｢'三I光睡|立公|刺の成立｣，弟13章「h'三l:''1公|蝋|論の展開」という章がある

(269～375ページ)。また丸''１には「黎|ﾘljUけショナル・パークについての

情報とその紹介打たち」（京大iii〔習林報｛!fNC67,1986）という一文もある。

なお[|光|玉|立公lililに関してはﾉk''1〔1iJli信による「「Ⅱ光'１１ヲ大'三1本帝匡|公|；ｉｌ

ト為スノ論l11li」について・’三|光llIJIえ及び｣也元の助き」（国立公|亜|No.337,

1977）を始めとする一連のｲi)|鴛究もある。

これらは本衞』'二の，第１部輔１章「'ﾘ|袷jUlにおける国立公|願lAM(のiｿj芽｣，

鋪ＩｆＭｉｊ２章「大I[ｊＵｌにおけるl玉|立公lWilの｣ＩＭＡと政莱の形成｣，第II部雛

１章「嵩三上紺jllAl通|立公|童|(1)嵐ご'二lll｣，創りＨ('1鋪３歳「|]光国立公|亜Ｉ」と，

かなり1W(なり合う主)辺である。

したがって本書の著者が|玉|立公文諜iii`iで11f労して発掘した資料をもとに

考察し「大]|ﾐ５年９)lに，わが'工|の圧|立公園Ilill定史において画期的な意

l1jkを持つMIL案がｲ>Ｍ|された。ljl(敬内lHlは，大]Ｅ５ｲＭノミ|に設殻された|ﾉﾘ1%１

付屈の経済iiIWi§会をつうじて，大Ilﾐ５年９）lに常三'５納根や瀬戸|ﾉl海にIEl立

公|刺を設満し，外|正１人をＷ(j1ＷしてﾀﾄｌＹを稼ごうという政策を捉起した」と

紹介し，「この政簸提言は，これまでの国立公|蕊|成立史のｊＩｉ)|:究では，私の
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|[1楠をふくめてまったくｈL落とされてきた」（26～27ページ）と位波づけ

た経済訓杏会による「漫遊外客誘致二11Mスル施設」は，丸111の将書（282

～283ページ）にきっちりと紹介されている。なお付言すれば，本書では

この提案がljj(|ﾉﾘ1%|でなされたと記述しているが，メLlllは大llWLlIHlとしてい

る。フｉＭ識なので調べてみたら，19]６（人JE5）年当時の首相は大限〕､信

で､，川(敬ではなかった。

もしＭｘ書の箸我が丸'１１などの杵書に気づいていれば，第１部第１章

～輔２章あるいは筋II部鋪１章・雛３章は，さらに厚みと深みを噸した考

察が可能だったのではないかと'１ルしまれる。そうした意味でも，ノＩｉ)｢究判'''１

の交流や情報交換のIE要性が）ii感される。

本:書第１部鋪３章は「大I期における|玉|立公|刺iiiMi」を扱っている。こ

こでの主題は，｜玉|立公|;ilの利川M'１発を正視する本多静六・111村Iliilllなどと，

天然記念物｢1りな|:1然保謎を1鮒,Lする上１%(敬二・人屋霊域などとの，国立公

園の基本性格をめぐる論争であるが，私もこのテーマに関心を稀せ，’１１箸

｢北海逆の'二l然保謹・その歴史と,Ｍ１」（1979）などでiiiililに紹介したこと

がある。しかし水諜ではこの'１１１題をよ')詳しく，深く考察してお')，慨11M』

すべき内容となっている。

ただしこの論争で１１１要な役;l{'１を来たす|]|村ｌｌｉｌＩの「国立公園論」は，

1921（大jl210）年９)１８１]から来京jlﾘ１１１新|Ⅱ1に連戦されたもので，そのこ

とは本書の箸科も参11((したという「|:l然保漣行政のあゆみ」（1981）にも

1ﾘl記されている（47ページ)。しかしなぜか本書は]921年１０)12011から

大阪〕|ﾘⅡI新'11]に迎救された|可一文を紹介し〕|〔京!'ﾘ||]新'1Mにふれていない

(52ページ)。それでいながら，「人屋躯城は，１１１村lMlllの「|玉|立公|寵|論』が

発表されるとただちに人Ｊ１２１０年９)１２７１三|から291]の３１回|にわたって同じ大

阪jlﾘ川新'111で「１文|工|立公ljfl論』と題する厳しい'１１村liilIll上判をおこなった」

と記述している（56ページ)。これでは'11村の「|工1立公園論」と大屋の

｢反国立公憧|論」の'二I付が前後に逆転してしまうので，つじつまが合わな

い説Ⅲ]である。
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各論を通じて見える開発と自然保護の確執

鋪II部各iiiIiでは，富=１２)Wi机’1光，’I1Wlllllliii，‐|･和'１１，割!↑熊l1fの衿国

立公園の成立事情が検証されている。その視点は，鋪Ｉ部で論じられた|玉｜

立公園法が「保謎'1M発」のli1lL念を「あいまい」にしたため，「|玉|立公ｌ１ｉｌの

Ⅲ卿を'二|然・瓜景の保謹を正視することにおくか，利)Ⅲ)'１発を軍祝するこ

とにおくかという'１１１題は……，川場の解決に委ねられることになったので

ある」（115ページ）という「liMli」での，｜÷l然保謎と開発の確執に焦点が

合わされている。

ところで'正|立公lililの「保謹開発」という場合，一般の力に対しては注釈

を力||える必要があるだろう。ここでいう「|｝１１発」とは，国立公|詞の利)|川

的に沿った道l'Vfや宿舎などの終ｲi11iを桁すもので，ダム建設や水力発電，森

林伐採，農地造成，鉱１１１M１発などI玉1立公陸||]的と無関係あるいは|J:|立公園

|]的に反する開発は，含まれていない。｜王位公|童|法では，前者の施設雛ｲilli

を|工|立公|判事業（鮪４条・'二|然公園法第９条)，後稀の|正|立公園'二|的とは

無関係または反する|｝M発を特'１１１１地域（特》11保繊地区）の|；M発規ＩＩｉｌｌ（鋪８

条・後に８条の２を迫力Ⅱ’’4|然公園法第13条，第14条）に区分している。

国立公園|ﾉﾘにおける「|州１発」にはこの２つのylLなった性格があ})，「保謹」

はその双方に対し，どのように川iLIIillできるかできないかのｌｌ１１題，とごＩＩＬ解

いただきたい。ただし本書の各論で扱われた侍り９１は|玉|立公園折定前なの

で，直接には|玉|立公図法の適I11を受けていない。

水害の各論で扱われた各|工位公園では，それぞれの地域の'二1然的条件や

社会経済的背策によって違いがあるが，これら|正|立公園'三|的に沿った|)'1発

と，｜玉|立公ljlilとは無関係ないし灰するI}'1発が混在しながら，およそ明治末

期から'11リイ'1初期へかけて，｜｝'1発と'二1然保謎の''１１にどのようなｲＭｉ執があった

かがクローズアップ゜されている。

lkl立公|蕊|候補地となる地域は脱光地としての潜ｲＩｉ能力をもっており，そ

れは地元の地域lMii輿に結びつくので，一般(19にアプローチの鉄道・道路な
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どの観光開発は，例えばⅡ光（234～242ページ）に見るように，容認され

やすかった。とくにlWIill初』９１までは現在の|]からみれば「入口」付近まで

の開発で，奥地のlIl1iii道路などは夢物語でしかなかった。それでも富士'１１

麓（174～185ページ）や立111（300～309ページ）などでは観光開発と|]然

保護の葛藤があった。またアプローチの改善とともに，IiM光客・盗山者が

増加すると，イ谷化や商lII杣物のMH掘などの''１１題も1iliiｲE化してくる。それは

上高地・白Mｊ（267～294ページ）や富='二'1１（151ページ）などに見られ，

とくに富士'11では幾'１１ケーブルカー柵恕がi]1三にわたって瀞_こし，その是

非が活発に論議された（166～200ページ)。

一方，国立公園Ⅱ的と無関係あるいは国立公陸''二li19に反するI；H発は，当

時は水力発電がもっとも多くの'111題を惹起した。例えば，尾iIIii（248～260

ページ)，上高地（276～281ページ)，黒部（310～334ページ)，北1111峡

(363～371ページ）などでは，地元が概して開発桐i'i]だったのに対し，庭

園|窃会，国立公園協会，史臓名勝天然記念物保存協会などのｲ1｢志が反対贄運

動を展開し，尾瀬，＿'２高地の貯水池化や北111峡の発７１１計、iは'1Ⅱ｣'二できたが

(いずれも戦後に１１)燃)，黒部111では第三発題所までが認められてしまっ

た。なお黒部)||の場合は発瓶二[事１１]の道路が鋭光|；M発に役立つとの地元の

思惑があＩ）（321ページ)，それは戦後の黒部第llLlダム開発と立１１I黒部ア

ルペンルートの原型をなしており沁興１床ふかい。

農林業関係の開発では，十和}Ⅱ湖の水を三本木（-'一ｲ|][[ITIT）に導水する

柵既事業（342～349ページ）が''１１題となったが，この場合は-l-flllH湖の地

元にとっては水位低下の景糾的マイナスだけをもたらすので，地域住民も

反対薑運動を椎逃し，｜正|立公ljlil協会などの反対とあいまって，計iIIiを大I|偏に

縮小させ，実施せずに終わった（ただし後に水力発電でiII燃)。また吉野

では古くからの林業地jllfをかかえているので，私有林の森林伐採規ＩＩｉＩｌとの

調整が問題となり，｜正|立公園予定|ｘ域を縮'１､したり，伐採を容認するよう

な妥協案が浮上してil71I1y熊111↑国立公|童|が成立した（365～371ページ)。

このような'玉1立公園予定地における開発とＩと|然保識のｲｉｉｉ執は，概してい
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えば地元では容認意見が多く，それに災をl1Hえたのは，三好学，ｌ４ｌ井光太

郎，武[}１久吉など史蹟刎券火然記念物保ｲ『:協会'1M係，あるいは本多静六，

111村liilllなど国立公liIil協会関係の学誠総験杵たちが主な役;l{||を111つた゜当時

はまだ１Ｍ【のような市ICによる'4|然保謹述1肋は見られなかった。

そうした'１１で|玉|立公|刺の成立に先行し，農商務省（1925以降は農林行）

による_'1高地（1915)，十ｲ||ⅢiﾉﾘI（'916)，’41Ｍ:,連l峰（1922)，立'11連'１|糸

(1930）などの「国ｲT保維林」の設定，あるいは内務省（1928以降は文部

省）によるI41lM漣ｌｌｌ高111杣物帯（1922)，篇-'二IIl1hW1林（1926)，十和１１１湖

及ﾘ(1F入瀬渓流（1928)，」縞ijU（1928)，瀞八丁（1928）などの「名勝・天

然記念物」の桁定が，それぞれの地域の核心部で'二|然保i護の橘頭偲のよう

な役割を来たしたことが注|］される。

一般に地元では１%１発l}二ilfIが強い(ljil（i]の''１で，異色のI4l然保継派の官ofと

して青森県の武|ＩＩＴ･代三HMll小（官選・’9()8～1913ｲＭ[）がいた。武１１１は

１９１２（lﾘlilfi45）年に「|･fUlllの美はl4l然のままなるにあＩ)」と十ｲ||Ⅲi,'Ⅱl保

勝論をl111え，十*'''１１保勝会を発ﾉIlLさせた（338ページ)。この,ＩＭｊ１は十fll

lllの地域住民に受け継がれ，前記の十#|Ⅲ|のiW柵計iui反対などに威ﾌﾞﾉを発

揮したが，「-Ｍ|Ⅲ|の住ICの思想とｲﾆＭ１１の雌史は，｜]本の|玉|立公|刺述勅に

おいて大きな意義を持っている」（352ページ）と本皇書は評I1I1iしている。

なお細かいことであるが，II1HlIlIHiifl玉|立公|蕊|では''1+7ｉＩｌＭ係打や高'11杣物

愛好家の1111でｺｲ'１の知れた「iiiMIl1Mli」が数ヶ所にYf場し（267,268,269

ページなど)，「'411Ｍ;に凝る記」もり|川され，リ|川文献リストと人名索ﾘ｜

にもその名が記されている。しかしいずれも「iii１Ｍ)胸歳」となっているの

は気がかりである。

以上，第II部の要点を紹介した。ここにルバした伽|々の事例は，すでに

|正|立公剛M係打や郷二ｔ史家などに知ＭＬた事実ではあるが，本書は第１部

総論の認誠をlI1Ilfまえ，ひとりの枠片が一定の祝ﾉ､((をもってｗ各論を横断的

に詳糺ｌｌに論じたというﾉDIAで，本書ではｉＩｉｌｌ愛されたlliil鰹．大雪111（｢総済志

林」Vol､69-N０．４，２０()2）を含め，ｉWi戸|ﾉﾘillf・阿蘇などi1Li南'三１本への言及
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はないもののＴ従来の|玉|立公陣ｌＩｌＵ係書になかった大系をなしている。

またこの行論で紹介された三Ｍ|]のいくつかは，節２次大戦後に11}ぴ''１１題

化したり，より奥地での大);M摸|＃1発椛想になったりした。すなわち'正|立公

lilil内における|ｻﾄ1発と'二I然保漣の｛ｉｉｉ:執のパターンは，林111γ庁国有林の「拡大

造林政策」やカモシカなど1l1iLMlj物保護'''1魁を除けば，その多くが||/(ｲⅡ戦

前までに１Ｍ11をlWl：していたことにiiﾐ|］したい。

３－連の「国立公園論」の完成と若手の輩出を期待

以上忠Ｊｌｌｉのない半'二1の批評も交えてｉ国立公|蕊|成立史のｲﾘ｢究．１%|発と

'二|然保護の碓執を'''心に」を紹介してきた。しかしどんな本でも，細部を

兄れば多少の兄落としやAllい逆いは避けられない。大きな立場から見れ

ば，本書は'三|本の|正|立公剛の成立過職を，膨大な盗料を駆仙しながら，も

っとも詳しく調べ，論じたもので，しかM1iljlilｲｉ１Ｉ:ｿＷｉや国立公ljFl関係者の

(,ｌ１ｌｌＩＩ内ではなく，鋪三者のⅡをもつ異分り１のｲiﾙﾂWifによってなされた本格

i1Oな著作という愁Ⅱﾉﾄﾞで，ｉｍＵｌ的なリブ作と評'111iすることができる。

また本書は{i1I:究習:ではあるが，その記述は若い人|<りけのlliUl慮もなされて

いる。一般に藩い人はlﾘｌｉｈ・人ＪｌⅦ|の古い文環を読むことがYlf千である･

したつがって例えば益llI家として杵名な'1､烏烏水は'ﾘlifi木｣０１に「南北111保

謹論」を発表しているが，本書はその全文を櫛Niするのではなく，「彼の

三ｉｉ帳の要点は，節一に……，第二に……，節三に……」と要点だけをリ'１１｣

し，全文を読みたい人には文献リストで|||山を記している。それだけでな

く「以-12やや長々とり|川したが，ノ濁水の↑;1」身111保繊論は……」とさらに要

約した解説を付記している（151～152ページ)。こうした記述方法はとく

に若い人たちにとっては読みやすく，入lj1lの手リ|きとなりイ丁祐であろう。

ところで本書:の粁者は，なぜ国立公陸|に興味をもつようになったのだろ

うか。「はしがき」によれば，粋什はイギリスでのLMIiで国立公|w(|の野外

レクリエーションｲll1llを体験する機会があり，州l1il後は'1本の|正|立公園を
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訪れるようになったが，バブル経済のさなか'五|立公園ではリゾートなどの

観光乱MM発が巡行していた。「なぜ，｜]本の|正|立公|童|は|刑発の脅威にさら

されるのか。レジャー・観光先進|玉|においては，国立公園が'三１本のように

レジャー・観光・リゾート|ｻﾄ|発の脅威にさらされているという話はllllいた

ことがない。’三１本の|玉|立公|刺についてこれまでほとんど考えたことがなか

った私は，こうした'一|本の刈状を愛Ⅱfしつつ，’三|本の'五|立公陸|とは一体ど

んなものなのかを究|ﾘＩしようと決心した」のが，イリ｢究の動機だという。

したがって「当初の研究柵想は，戦後からバブル期までの国立公|童|を扱

うことであった」という。しかし''１:肴は，表面的な現象ばかりとらえても

本質は分からないと考えたのか，国立公l2ilが成立したりj(点を探ることに着

服し，「結局，｜正1立公園Ilill定史だけで10年を費やし｣，その成果（法政大学

継済学会「経済志林」に発表）をもとに本書が生まれたのだという。

そして「あとがき」によれば，「今後もり|き続き，……戦後における日

本の国立公園のTV編および新設，高度経済成長ﾉﾘ|とバブル期における|玉1立

公園の実態，とくに|；１１発と［|然保謎の深刻な確執について本格的な研究を

おこなってゆきたいと考えている。また，’二|・米・英の国立公園の圧|際比

較にも取り組んでゆくつもりである」という。

その著者の壮大な心意気には敬１１１(すべきものがあり，今後も村串版「国

立公園論」がつぎつぎと重ねられ，集大成されることを期待したい。その

場合，先にＭＨ摘したように，造園学研究者や|玉|立公|亜|関係者などと学際

的に情報交換，討議などを行うことは，いろいろな意味で有意義であり効

率的でもあるとAIAうので，水害のｌｌＩｌ仮を機に，｜玉|立公陸|に関心を抱くひと

ぴとのネットワークが形成されることが望ましい。私も主として北海道か

らの視点ではあるが，私なりの情報は提供できると｣思っている。

また「あとがき」には，「鵜い学究たちの今後の研究にとって－つの礎

石となれば幸いである」とあるが，私も|司感である。’五1立公園の本質や歴

史に関心をもって調べ，考える，若いひとぴとが，造園学分野だけでな

く，経済学など，いろいろな分野から輩１１)してくれることをl1IiHっている。


